
令和７年度第１回温海地域振興懇談会で出された意見（検討事項）への対応

№ 委員意見 意見に対する対応 関係部署 担当課

1

●高齢者等の移動手段について
・高齢化が進む中で必要なのは医療機関と公共交通の
充実であり、特に免許返納後も移動できる環境を整え
てほしい。

　温海地域の移動手段としては、湯ったり号（戸
沢線、平沢線、関川線）、庄内交通路線バス（あ
つみ温泉行、越沢行）、JR、個人タクシー（1社）
等があり、それらを組み合わせて移動されている
方もいる。
　市の支援としては、運転免許を自主返納した方
でかつ公安委員会が交付する「申請による運転免
許の取消通知書」に記載された取消日から起算し
て 1 年以内に手続きした方に対し、タクシー乗車
券・庄内交通チェリカ・市営バス回数券のいずれ
か1種類を5千円分交付している。
　また、70歳以上の方と運転免許を自主返納した
方は、庄内交通のバス定期券（shoko cherica)を
通常より安く購入することができるほか、湯った
り号でも利用可能である。
　これらの移動手段や支援等を有効活用していた
だき、利用者の声を聞きながら、湯ったり号の利
便性向上も検討する。
・ゴールドパス…満70歳以上の方
・自動車運転免許証返納者割引定期券…運転経歴
  証明書をお持ちの方（年齢不問）

地域振興課
防災安全課

総務企画課

2

●温海地域教育環境充実事業について
・少子高齢化の中で子育て支援や過疎地域での学力格
差の是正が重要であり、子どもたちの学ぶ機会や意欲
を高める取組をさらに進めてほしい。また、大学生な
ど地域に縁のある若者が、子どもたちを支援する活動
を拡充してほしい。

　地域おこし協力隊の退任後も、あつみ地域未来
塾を継続して実施することで、学力格差が生じな
いよう対応したい。年齢の異なる若者世代が集う
活動については、ニーズや民間での取組状況を調
査したうえで、実施要否について検討する。

子育て推進課
教育委員会

総務企画課
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3

●温海地域生きる力を育む教育推進事業について
・子どもたちに変化が見られることが重要であり、そ
のためには、児童・生徒が自分の強み・弱みを理解す
ることが必要。
アセスメントテストの結果を教師が面談などで活用す
れば、適切な助言や支援ができ、子どもの成長を促せ
る。行政もその変化を指標として事業の効果を把握で
きる。高校生向けにはすでに一般化されてあり、小中
学生向けのものがあれば子どもたちの力を把握するの
に役立つと考える。

　SEL教育を通して育まれる資質・能力について
は、数字で測ることは難しいと言われている。し
かしながら、成果の見える化、数値化は、取組み
の効果を測り、継続を判断する上でも必要なこと
と考えている。今年度に実施した保育園・教師へ
のアンケートによれば、取組み後の子どもたちの
変容が表れてきている。また、全国学力・学習状
況調査、不登校児童生徒数、いじめの認知件数な
どから子どもたちの変化を総合的に確認すること
ができないか教育委員会に相談したところ、温海
地域のみ抽出し公表することは難しいとの回答で
あった。

学校教育課 総務企画課

4

●温海地域支え合い訪問活動事業ついて
・高齢者が子どもに昔の遊びを教えるなど、世代間交
流も取り入れるなど事業に変化を持たせ継続していけ
るような工夫をお願いしたい。

　来年度も引き続き、お茶のみサロン、フレイル
予防、地域外研修活動の実施予定である。当初計
画の10集落が終了時点で、世代間交流等も取り入
れられるよう工夫したい。

地域包括ケア推進課 市民福祉課

5

●現道の駅等の情報発信について
・マリンパークに固定カメラを設置し、弁天島の夕日
などをYouTubeで配信することは可能か。また、
YouTubeでイベント情報を発信することについて、技
術面や予算面で厳しいのか、また検討の有無は。

　ライブカメラの設置については、市内公共的施
設への設置状況を鑑み、民間活力による設置・運
営について期待するとともに、補助金や助成事業
活用ができないか調査等を行っている。

都市計画課 産業建設課

6

●担い手確保対策について
・農業は、高齢化によって担い手不足が深刻で、農地
維持が難しくなる見通し。これは地下水保全や流域の
環境維持にもつながる。森林資源と農業を軸に地域の
衰退を防ぐことが最も重要と考える。

　広く意見交換や情報交換を行い、若手農業関係
者相互の交流、次世代の担い手として農業経営の
発展や魅力ある地域づくりにつなげたいとして、
温海地域の農業次世代担い手ミーティングを開催
している。(令和8年2月実施)

農政課
農山漁村振興課

産業建設課
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※地域振興懇談会で回答し、その場で解決等したものは除いています。

7

●移住（Ｕターン）支援について
・移住やＵターン支援は事前登録が必要で、帰郷後で
は受けられない支援メニューもあることを知らなかっ
た。移住やＵターンを考えている人に支援情報が届き
にくい、必要な人に届いていないと感じた。
・帰ってきてからも支援できる仕組みを検討すべきだ
と考える。地域外の人には情報が届きにくいため、そ
の点も今後の課題として行政に検討をお願いしたい。

　山形県が実施している県外からの移住者への支
援制度は、転入日前日までに「やまがた移住希望
登録」への登録が必須条件となっている。これに
関しては、山形県のホームページやＳＮＳ、本市
の移住サイト等で周知を図っている。
  しかしながら、Ｉターン移住者と比較してＵ
ターン移住の方は「移住ではなく地元に帰る」と
いう認識が強く、行政機関等に移住相談や問合せ
をせずに転入される方が多い傾向にある。これを
少しでも改善したく、昨年８月に鶴岡在住の家族
から移住支援があることを認識していただくた
め、市広報で「Ｕターン移住」について特集記事
を掲載した。
　また、事前登録が必要な県の支援が受けられな
かったという声をいただいて、令和７年度に本市
独自の移住者向け食の支援制度を新設し、転入届
出日までに当市へ移住相談していただくことを条
件に、１万円相当の特産品による支援を実施して
いる。
　市で実施している移住支援策については、内容
によっては、移住後でも受けられるメニュー（リ
フォーム補助金や新築補助）もあることから、今
後も市ＨＰや移住サイト、市の公式ＬＩＮＥ等で
周知に加え、更なる情報発信・周知の方法も検討
する。
　ご家族やお知り合いで県外から移住される場合
には、移住前に地域振興課の移住定住担当までご
連絡いただくようお声がけをお願いしたい。

地域振興課 地域振興課
(総務企画課)
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